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 ６月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和６年６月２８日（金） 

開 催 日 時 午前１１時１０分 

開 催 場 所 別館３階大会議室 

出 席 委 員 

教 育 長  江嶋  久典 

委   員   諌本  憲司 

委   員  佐々木 美徳 

職務代理者  木下  靖郎 

委   員  古田 嘉寿美 

委   員  荒川 富士子 

出 席 参 与 

教 育 次 長 瀬口 英隆 

社 会 教 育 課 長 信岡 謙介 

スポーツ振興課長 古城 智浩 

教 育 総 務 課 長 伊藤 恭子 

文化財保護課長 片桐 由美 

 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹(総括) 渡辺 寛幸 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第36号 日田市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱

又は任命について 

議案第37号 日田市中央公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第38号 日田市民文化振興会議委員の委嘱について 

議案第39号 日田市民文化会館運営委員会委員の委嘱について 

協 議 事 項 教育に関する事務の管理及び執行の状況についての

点検及び評価の実施について 

報告第９号 令和６年５月期寄附採納について 

報告第10号 日田市文化財保存活用地域計画の策定について 

報告第11号 令和６年度全国高等学校総合体育大会の開催について 
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

ただいまから６月定例教育委員会を開催いたします。 

初めに、５月定例教育委員会の議事録の確認でございますが、

変更はありませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

ご了解いただけましたら、本会議終了後に署名をお願いいたし

ます。 

続きまして、教育長の一般報告につきましては、お手元に配付

しております資料により報告とさせていただきます。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。議案第３６号につ

いて説明をお願いします。 

 

議案第３６号 日田市教育委員会指定管理者選定委員会委員の

委嘱又は任命についてご説明させていただきます。 

議案集の１ページをお願いいたします。 

本案は、日田市教育委員会指定管理者の選定に伴い、日田市公

の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条の規定に

基づき、新たに委員を委嘱又は任命するものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

根拠となる例規の抜粋を示しておりますけれども、委員の任期

につきましては、条例第５条第５項に規定されており、学識経験

を有する者、財務等に関する専門知識を有する者及び市の職員に

つきましては３年、その他公の施設の特性等により、教育委員会

が必要と認める者につきましては、当該公の施設の指定管理者の

指定までの期間とされております。 

１ページに戻っていただき、１ページ上の表でございます。 

記載の５名につきましては、任期が令和６年７月１日から令和

９年６月３０日までの３年、下の表の１名、日田市スポーツ協会

副会長の宮﨑信二様につきましては、同じく令和６年７月１日か

ら当該公の施設の指定管理者の指定の日まででございます。 

また、上の表に記載の５名のうち、２番目の佐藤統久様と３番

目の立花昭彦様は新任、残りの３名は再任でございます。 

４ページには選任前の委員の名簿を掲載しております。 

議案第３６号につきましては以上でございます。 

 

ただいま説明のありました議案第３６号につきまして、ご質疑

等ございませんでしょうか。 

それでは、議案第３６号につきましては原案のとおり可決して

よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第３６号 日田市教育委員会指定管理者選定委員会委員の

委嘱又は任命については原案のとおり可決されました。 
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社 会 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、議案第３７号について説明をお願いします。 

 

議案集の５ページをお願いいたします。 

議案第３７号 日田市中央公民館運営審議会委員の委嘱につい

てです。 

日田市中央公民館、アオーゼにおける各種事業について審議し

ます日田市中央公民館運営審議会委員の役職交代に伴いまして、

日田市公民館の設置及び管理に関する条例第１５条の規定に基づ

き、後任の委員を委嘱するものでございます。 

委員の方は、日田市老人クラブ連合会からの推薦で、藤井維清

様でございます。 

任期は、前任者の残任期間であります令和６年７月１日から令

和７年５月３１日までとなります。 

６ページには、関係する法令及び条例を掲載しております。 

７ページには、選任前の委員名簿を掲載しており、網掛けの箇

所が代わられる方となります。以上でございます。 

 

ただいま説明のありました議案第３７号につきまして、ご質疑

等ございませんでしょうか。 

それでは、議案第３７号につきまして原案のとおり可決してよ

ろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第３７号 日田市中央公民館運営審議会委員の委嘱につい

ては原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第３８号について説明をお願いします。 

 

議案集の８ページをお願いいたします。 

議案第３８号 日田市民文化振興会議委員の委嘱についてで

す。 

文化の振興を図るため設置しています日田市民文化振興会議の

委員の役職交代に伴い、日田市文化振興条例第１０条第２項の規

定に基づき、後任の委員を委嘱するものでございます。 

委員の方は、日田市連合育友会からの推薦で、上原英之様でご

ざいます。 

任期は、前任者の残任期間であります令和６年７月１日から令

和８年７月３１日までとなります。 

９ページに関係する法令及び条例を、１０ページには選任前の

委員名簿を掲載しており、網掛けの箇所が代わられる方となりま

す。以上でございます。 
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

木 下 委 員 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

ただいま説明のありました議案第３８号につきまして、ご質疑

等ございませんでしょうか。 

それでは、議案第３８号につきまして、原案のとおり可決して

よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第３８号 日田市民文化振興会議委員の委嘱については原

案のとおり可決されました。 

続けて議案第３９号について説明をお願いします。 

 

議案集の１１ページをお願いいたします。 

議案第３９号 日田市民文化会館運営委員会委員の委嘱につい

てでございます。 

日田市民文化会館、パトリア日田の適正かつ効率的な運営を図

るため設置しています日田市民文化会館運営委員会の委員の交代

に伴い、日田市民文化会館の設置及び管理に関する条例第８条第

２項の規定に基づき、後任の委員を委嘱するものでございます。 

委員の方は、日田市社会教育委員からの推薦で、江田友樹様で

ございます。 

任期は、前任者の残任期間であります令和６年７月１日から令

和７年６月３０日までとなります。 

１２ページに関係する法令及び条例を、１３ページには選任前

の委員名簿を掲載しており、網掛けの箇所が代わられる方となり

ます。以上でございます。 

 

ただいま説明のありました議案第３９号につきまして、ご質疑

等ございませんでしょうか。 

 

今回の委員の委嘱に関することではございませんが、１３ペー

ジに委員の一覧がございます。その中に公募による委員が２名い

らっしゃいますが、公募委員の募集要項などについてはどのよう

になっているのか教えていただきたいと思います。 

 

公募につきましては、ホームページなどで募集しております

が、詳しい要項などについては少し確認させてください。 

後でご報告させていただきたいと思います。 

 

それでは次回までにはお願いします。そのほかございません

か。 

議案第３９号につきましては原案のとおり可決してよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 
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教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３９号 日田市民文化会館運営委員会委員の委嘱につい

ては原案のとおり可決されました。 

次に、協議事項に移ります。 

教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価の実施について、説明をお願いします。 

 

議案集１４ページをお願いいたします。 

協議事項 教育に関する事務の管理及び執行の状況についての

点検及び評価の実施についてでございます。 

点検及び評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条に規定されておりまして、日田市教育委員会

では、平成２３年度分から日田市教育行政実施方針に基づく事業

成果の評価を実施しております。 

点検及び評価方法等についてですが、昨年度までと同様、日田

市教育行政実施方針の体系に沿った形で取り組んでいる各種施策

の進捗状況を明らかにするとともに、課題等を分析し、今後の方

向性を示すこととしております。 

点検及び評価の対象年度は、実施年度の前年度分とし、教育に

関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、外部評価員に

依頼し、最終評価に反映させるとともに、今後の施策、事務事業

の立案展開に生かしていくこととしております。 

今年度の外部評価につきましては、１４ページ下の表で示して

おりますけれども、昨年度に引き続き、大分大学名誉教授の山崎

先生、別府大学教授の長尾先生、筑紫女学園大学教授の時里先生

にお願いをいたしまして、ご承諾をいただいたところでございま

す。 

１５ページをお願いいたします。 

今年度の点検評価報告書の作成から公表までのスケジュールで

ございます。 

表の左の列が今年度の作業スケジュール、右の列はその他の関

連する事務等といたしまして、市の行政評価調書の作成や翌年度

以降の事業の実施計画書の作成等のスケジュールを記載しており

ます。 

現在、教育庁内各課におきまして評価調書を作成中でございま

して、今後、教育総務課で取りまとめを行い、８月上旬に報告書

の事務局案を作成する予定としております。 

事務局案がまとまり次第、教育委員の皆様にお配りをして、８

月の定例教育委員会におきまして、ご意見をいただいた後、必要

な修正を行いまして、報告書の原案として決定させていただきた
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教 育 長 

 

 

諌 本 委 員 

 

 

 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

いと考えております。 

外部評価員の先生方に対します報告書原案についての説明会

は、９月下旬に開催させていただきたいと考えております。 

この説明会の日程につきましては決まり次第、改めて教育委員

の皆様方にご連絡をさせていただきます。 

その後、説明会でご指摘いただいた点を踏まえて修正を行いま

して、外部評価員の先生方には１１月中旬頃までに意見書の提出

をお願いする予定でございます。 

１１月の定例教育委員会では、意見書を含めた報告書の完成版

についてご報告させていただき、ご承認いただきたいと考えてお

ります。 

ご承認いただきました後は、１２月の市議会定例会教育福祉委

員会においてご報告いたしまして、その後、市のホームページで

公表を行う予定としております。 

以上のとおり、今年度の報告書の作成から公表までの進め方に

つきまして、このスケジュールで進めさせていただきたいと考え

ておりますので、ご協議をお願いいたします。 

 

ただいま説明のありました教育に関する事務の点検及び評価の

実施につきまして、ご質疑等ございますか。 

 

私たちがこの点検評価に対して意見を述べられるのは、８月の

定例教育委員会の場ということになりますね。 

資料を配付していただくのは早い方がありがたいので、よろし

くお願いします。 

 

 できるだけ早くお手元に配付させていただきたいと考えており

ます。 

 

では、できるだけ早めの配付をお願いいたします。 

そのほかございませんでしょうか。 

それでは、事務局の方でスケジュールに沿って事務を進めてい

ただくようお願いいたします。 

次に、報告事項について説明をお願いします。 

 

議案集の１６ページをお願いいたします。 

報告第９号 令和６年５月期寄附採納についてでございます。 

一般寄附の採納が１名１件でございまして、京都府宇治市の倉

光正己様から咸宜園教育研究センターへ、廣瀬旭荘書扁額「光風
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教 育 長 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

霽月」１点、２万円相当のご寄附をいただいております。 

所有者でございます倉光様ご夫妻が高齢となり、お手元にあっ

た扁額を専門的なところで調査研究に役立ててもらいたいという

思いから、今回ご寄附に至ったものでございます。 

５月につきましては、以上１件、物品相当額２万円のご寄附を

いただいております。 

報告第９号につきましては以上でございます。 

 

ただいまの報告につきまして、何かご質疑等ございますでしょ

うか。 

続きまして、報告第１０号について説明をお願いいたします。 

 

１７ページをお願いいたします。 

日田市文化財保存活用地域計画の策定について、パブリックコ

メントの実施と結果及び認定までのスケジュールにつきまして、

ご報告申し上げます。 

パブリックコメントの実施と結果ですが、募集期間を４月１５

日から５月１４日までの約１か月間行っております。 

募集結果といたしまして、１０件のご意見をいただきました。 

主な意見としまして、官民一体となった取組の環境づくりが必

要、各地区で文化財を巡る周遊ルートをつくる、また、デジタル

コンテンツの活用など、様々なご意見をいただいております。 

詳しくは１８ページから２１ページに、パブリックコメントの

意見の概要及び意見に対する市の考え方を載せております。 

戻りまして、１７ページをお願いいたします。 

市の対応といたしましては、いただいたご意見のうち、可能な

ものは計画書に反映をいたします。また、計画書に反映できな

かったものにつきましては、別途、市のホームページでの公表を

予定しております。 

６月１４日に日田市文化財保存活用地域計画協議会へ報告を行

い、主な意見としまして、旧郡部の文化財の活用や学校教育との

連携を図ることが重要、計画策定後の取組が重要など、ご意見を

いただいたところです。 

続いて、認定までのスケジュールですが、１２月に文化庁の文

化審議会へ諮問、答申を得て認定という流れになります。文化庁

から認定がおりましたら、改めて計画書を報告させていただきま

す。私からは以上です。 

 

ただいまの報告につきまして、何かご質疑等ございませんで
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荒 川 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

諌 本 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

しょうか。 

パブリックコメントを受けて、協議会からいくつかご意見をい

ただいているようですが、一つ目の「旧郡部の文化財の活用や学

校教育との連携を図ることが重要」ということにつきまして、委

員の皆さんから何かご意見等がございましたらお聞きしておきた

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

教育への取組の参考例なのですけれど、茨城県の境町という人

口２万人の町では、「子育て支援日本一」を掲げていて、先進的

な英語教育に取り組んでいます。 

「スーパーグローバルスクール」という事業を実施していまし

て、小学校１年生から中学校３年生までの９年間、一貫した英語

教育を行っているそうです。 

アメリカの町とも姉妹都市を結び、その町の姉妹校との交流事

業では、滞在費用などは町が出すということです。 

日田市にもテキサスなどから交換留学として自費で来ていらっ

しゃる方々がいます。そういうことも踏まえて考えると、何かで

きることがあるのではないかと思います。 

他にも「アイレットハウス」といって、市営住宅の家賃を５万

円くらいに減額したり、定住につながる取組も行っているそうで

す。 

どれが日田市で実現可能なのか分かりませんが、成功している

例でもありますので、日田市として柱になる事業を選定して、仕

組みを作って実践していくと、人口増加につながるのかなと、そ

ういった参考になるかと思いましてのご紹介です。 

 

文化財に限ってということではありませんけれど、他自治体の

取組を文化財に置き換えてみたら知恵も出るのではなかろうかと

いうご意見だったと思います。 

そのほかございますか。 

 

学校教育との連携で、子どもたちに文化財の重要性を理解して

もらうということはとても大事なことだろうと思いますけれど

も、あまり重くなり過ぎないというか、ここに書かれているよう

なルートマップとか、そういったものは一般の方にも分かりやす

いし、子どもたちにも分かりやすいと思います。 

学校教育ではふるさと学習や体験学習などを行っていると思い

ますけれど、その一つとして、地域の文化財を紹介する、プログ

ラムを一つ入れる、必ず行うということではなく、自分たちの学
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 々 木 委 員 

 

 

 

 

 

校が考える体験学習の一つとして用意をするということが大事な

ことだろうと思います。 

子どもたちがこういう題材を見て、中にはとても興味を持つ子

どももいると思います。 

だから、そういう興味を捉えられるように用意をしておくこと

がいいのではないかと思います。 

最近、高校生など、子どもの進学や就職といった将来の話を聞

くと、昔に比べてだいぶ地元に帰って来たいとか、地元で働きた

いとか、そういう人の割合が増えているということです。教育大

綱を策定したときなど、教育委員会としてもとにかく地元の魅力

を子どもたちに伝えながら、やみくもに外に出ていくのではな

く、地元の良さも分かって出ていってほしいね、残ってほしいね

という話をしていたので、成果が少しずつ出てきているような気

がして、私は大変うれしく思っています。そういう意味も含め

て、こういう文化財を子どもたちに体験学習として紹介するプロ

グラムが一つあるといいなと思いました。 

 

パブリックコメントの主な意見の中にも、官民一体となったと

いう意見がありますけれども、そこにも少し関係するようなご意

見だったのではないかと思っております。 

学校教育の取組について、皆さんにお諮りしたのですけれど

も、官官一体というか、例えば学校と行政が連携をして、学校に

もそういったものを提供して好奇心を掴んでもらうことも必要だ

し、学校は、行政のまちづくりの視点からも子どもたちに日田の

良さを改めて見直してもらうようなことに取り組んでいく。しか

も、諌本委員の意見にもありましたように、これをやりなさいと

いう強制的なものではなくて、やはり学校が体験活動の一環とし

て取り組んでいけるような魅力あるもの、そういったものを提供

することが大事なのかなと思わせていただいたところでありま

す。 

いろんなご意見ありがとうございます。そのほかよろしいで

しょうか。 

 

文化財をなぜ保護しなければならないのか、文化財が長い間何

百年もそこに残っているのはなぜなのかということを、子どもた

ちに興味を持ってもらえるように教えて、伝えていく、何でそう

いったものがそこに長く残っているのかという意義ですね。 

そういうことを子どもたちに伝えていくと、彼らもそういうこ

とを学んで、郷土愛や郷土への誇りなどにつながって、将来的に
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古 田 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は日田に戻って来ようかなとか、そういったことにつながると思

いますので、文化財の保護も大切ですが、文化財というものへ興

味を持つことを子どもたちに伝えることができると、将来的にも

いいのではないかと思います。 

 

学校の勉強もそうですけど、知識だけではなく、なぜそれに取

り組もうとしているのか。日田で仕事をしている方々がどうして

一生懸命に皆さんにＰＲしようとしているのか。知識に偏らず、

そういったことを学習することもとても大事ではないかというこ

とですね。 

いくつかのご意見をいただきまして、学校教育との連携を図る

ということの私たちの捉えも少し具体的になったのかなと思って

おります。 

そのほかよろしいでしょうか。 

 

私は文化財保存活用地域計画の会議に出席させていただいてい

て、会を重ねるごとに別府大学の飯沼会長をはじめ、いろいろな

立場の委員の方が日田市の文化財に対して、すごくいい議論がさ

れていたと回を追うごとに思いました。 

中でも少しびっくりしたのが、宮木長次郎が長良川から鵜飼と

屋形船を持ってきたと言われているけれど、実は違って、その前

から日田には鵜飼と遊船の文化が普通にあったという話もされて

いました。それから自然林の分野の先生がおっしゃっていたの

は、日田の宝である本当に見事な自然林が文化財に指定されてい

るけれど、結構幅があるらしく、うまく分類できればもっといい

という意見もありました。 

私が一番共感したのは、無形文化財についてですが、旧郡部で

もやはり後継者不足で、神事や祭り事などがどんどんなくなって

いて、そういうものをデジタルコンテンツを活用して保存すると

いうことが計画に入っていました。しかし、映像で記録保存を行

うことを、計画が文化庁から認定を受けて始めたとしても、それ

では遅いということを、机を叩かんばかりに言われている先生も

いらっしゃいました。本当に急務だという話をされていたので、

これから作って良い映像は作ることはできるかもしれないけれ

ど、無形文化財に関しては、まさに急務だなと私もすごく共感し

ました。 

最後に飯沼会長が言われていたのは、本当にいい計画ができた

と思うけれど、計画を作ることに満足しないようにということを

とても言われていたので、会議が終わって託している訳ですか



 11 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

木 下 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

諌 本 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保護課長 

 

教 育 長 

ら、これからの取組もよろしくお願いします。 

 

実際に会議に出席されている方からのいろんなご紹介がありま

した。地域の中に素材はたくさんあるので、これを何の目的でど

う活用するのかというところで、今回は学校教育との連携を図る

ということでしたけれども、学校教育だけではなく、いろいろな

場面で同じようなことが言えるのかもしれないですね。 

 

学校教育との連携についてということですけれど、日田市には

とても有名な文化財が多く、周辺地域にもとても多くの文化財が

あります。そういった地域においては、人口減少等によりまし

て、文化財の管理や継承が非常に難しい状況にあると認識してお

ります。 

そこで、地元の小学校と公民館、あるいは各町内と連携して事

業等に文化財を活用することで、今一度、そういったものに光が

当たると思いますし、またそれが地域の活性化にもつながってい

くのかなと思っております。有名な文化財以外の周辺地域の小さ

な文化財も大切にしていただきたいと願っているところです。 

 

各地域で目立つものばかりではなく、その地域で大事にされて

きたものがあるので、そこにも目を向けていくべきではないかと

いうご意見だったと思います。 

報告第１０号については、以上で終わってよろしいでしょう

か。 

 

文化財に関連してなのですけれど、１０年ぐらい前に小鹿田皿

山の生活を撮った１６ミリのフィルムがあって、その生データだ

けではそのうち無くなってしまうので、デジタル化しようという

ことになり、市でデジタル化をしたと聞いているのですけれど、

それが今どうなっているのか、データが今どういう状況で保存さ

れているのかを少し教えていただけると助かります。 

もし映像がデジタル化されていなかったら、貴重な資料が消え

てしまうことになりますので、おそらく大丈夫ではないかと思っ

ているのですけれど、確認が取れないものですから、できたら教

えていただきたいと思います。 

 

確認をいたしまして、またご報告いたします。 

 

博物館にも少し聞いてみるといいかもしれないですね。 
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荒 川 委 員 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

それでは、報告第１０号につきましては終わりたいと思いま

す。次に、報告第１１号について説明をお願いいたします。 

 

議案集の２２ページをお願いいたします。 

報告第１１号 令和６年度全国高等学校総合体育大会の開催に

つきまして、ご報告いたします。 

まず、大会の概要ですが、高校生最大のスポーツの祭典であ

り、インターハイや高校総体とも呼ばれております全国高等学校

総合体育大会ですが、令和６年度の大会が、大分県、福岡県、佐

賀県、長崎県の北部九州４県を中心に開催され、日田市におきま

しても、７月下旬から８月上旬にかけて開催されます。 

大会全体の開催期間は、令和６年７月２１日から８月２０日ま

でとなっておりまして、期間中に全３０競技の開催が予定されて

おります。 

この３０競技のうち、大分県内では１０種目が開催されること

になっておりまして、日田市におきましては、バレーボール女子

の試合が７月２６日と２７日、自転車競技のロードレースが７月

２９日、バレーボール男子の試合が８月１日と２日に開催される

こととなっております。会場は、バレーボールが男女ともにＳＷ

Ｓ西日本アリーナ日田、自転車競技がオートポリスでございま

す。 

なお、バレーボールにつきましては、中津市との共同開催、自

転車競技のうち、トラックレースにつきましては北九州市で開催

されます。 

教育委員の皆様におかれましては、先日、大会顧問への就任に

つきましてご依頼の文書を差し上げております。式典等への案内

は特にございませんが、試合をご覧頂き、声援を掛けていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   

ただいまの報告について、何かご質疑等ございませんでしょう

か。 

 

バレーボールの競技はすごく興味があるので、観戦に行きたい

ですけれど、観戦に行くための整理券などはありますか。 

 

大会顧問ですので、もし整理券が必要であっても入場に関しま

しては実行委員会で手配が可能かと考えます。 

事務局でもう一度、顧問である教育委員の皆さんの入場につい

て確認して、お知らせいたします。 
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教 育 長 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

諌 本 委 員 

 

スポーツ振興課長 

 

後日ご報告ということでお願いします。 

バレーボールの決勝トーナメントは女子も男子も１、２回戦の

全試合が日田で行われるということですか。 

 

議案集の２２ページに、女子の試合数で言いますと、２６日に

予選リーグ全１２試合、２７日が決勝トーナメント１、２回戦の

全８試合と記載しております。 

これは中津市を含めた全体の試合数ではなく、日田市で２６、

２７日に行われる試合数となっておりまして、全体の数で申しま

すと、２６日に中津と日田で行われます予選グループは、全部で

３６試合ございます。 

続く２７日に行われます決勝トーナメント１、２回戦は、日田

と中津を合わせまして２３試合、このうちの８試合が日田市で開

催されるということになりまして、男子バレーボールにつきまし

ても、８月１日の予選リーグは全部で３６試合、８月２日には決

勝トーナメント１、２回戦として全２１試合ありまして、日田市

では８月１日は３６試合のうちの１２試合、８月２日は全２１試

合のうち、日田市では６試合が開催されるということでございま

す。 

 

決勝トーナメント１、２回戦となっていますが、その後の試合

は別日程、別会場であるということでよろしかったですか。 

 

男女それぞれの決勝トーナメント３、４回戦は、中津市のダイ

ハツ九州アリーナ及び中津市体育センターで開催されることに

なっております。 

 

日田市が会場になっているものを挙げているということです

ね。委員の皆さんがもし、中津のダイハツアリーナなどで行われ

る３回戦以降や決勝をご覧になりたい場合、先ほどの確認が必要

ということになりますか。 

 

優待といったシステムがあるとは認識しておりませんが、こち

らについても確認をいたします。 

 

一般の方の観覧はできるのですか。 

 

入場は基本的に無料でございますので、特に制限といったもの
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はございません。 

 

バレーボールは今かなり人気ですから、観覧者の数もすごいか

もしれないですね。 

それでは、報告につきましては以上となります。 

その他についてお願いいたします。 

 

先ほど、日田市民文化会館運営委員会委員の委嘱の議案のとき

に、公募委員の募集要項についてご質問をいただきましたが、今

の委員である令和４年に募集をした際の広報が手元に届きました

ので、少しご説明させていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

パトリア日田には、「市民による市民のための施設」「文化の

にぎわいのある施設」「文化創造の拠点としての施設」、それか

ら「まちづくりと情報発信基地としての施設」という４つの理念

がございまして、募集をする際には、これらの中からテーマを一

つ選び、作文を書いていただくということになっております。 

作文を審査する基準といたしましては、この基本理念に対する

視点であったり、にぎわいや触れ合い、安らぎのある施設とする

視点、それから文化事業に対する関心度など、そういったことを

基準に選考するという内容になっております。 

その中で、２名の方が公募の委員として決定したということで

ございます。 

以上でございます。 

 

基準を設けた中で審査があったということですね。木下委員、

よろしいですか。 

その他ありますか。 

 

次回の定例教育委員会の日程についてでございます。 

７月期の定例教育委員会は、７月２４日水曜日、１３時３０分

から勉強会、１５時から定例教育委員会でお願いしたいと思いま

す。 

 

７月期定例教育委員会の日程は、ただいまの説明のとおり７月

２４日水曜日ということでございますがよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、そのようにお願いいたします。 

その他、何かございませんでしょうか。 
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ないようでございますので、以上で６月定例教育委員会を閉会

いたします。 

大変お疲れさまでした。 

 

終了時刻：午前１１時５６分 

 


